
○紀美野町就学援助費及び特別支援教育就学奨励費交付規則 

平成18年１月１日 

教育委員会規則第16号 

改正 平成19年３月14日教育委員会規則第８号 

平成20年１月29日教育委員会規則第２号 

平成28年３月28日教育委員会規則第４号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、

経済的理由により就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助(以下

「就学援助費」という。)及び特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の経済的負担の

軽減を図るための援助(以下「特別支援教育就学奨励費」という。)を行うことにより、義

務教育の円滑な実施に資するため必要な事項を定めるものとする。 

(交付の対象者) 

第２条 就学援助費の支給対象となる者は、紀美野町立学校設置条例(平成18年紀美野町条

例第75号)に規定する学校に在学する児童又は生徒の保護者で次に該当するものとする。 

(１) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第６条第２項に規定する要保護者 

(２) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当全部受給者 

(３) 前２号に掲げるもの以外の者で、次のいずれかに該当するもの 

ア 前年(度)又は当該年(度)の世帯の総所得が要保護認定基準額以下の者 

イ 就職後１年を経過しない者及び失業により、前年(度)又は当該年(度)の所得を継続

的所得とすることが著しく不適当である場合においては、紀美野町教育委員会(以下

「教育委員会」という。)で定めた額をその者の所得とし、上記アの基準を満たす者 

ウ 天災その他事由により、学校長の所見を参考に教育委員会が特に生活状態が悪いと

認めた者 

２ 特別支援教育就学奨励費の支給対象となる者は、紀美野町立学校設置条例に規定する学

校の特別支援学級に在籍し、収入額が需要額の2.5倍未満となる者とする。なお、収入額

及び需要額の算定については、盲学校、聾学校及び養護学校への就学奨励に関する法律施

行令第２条の２の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(平

成16年４月１日付け文科初第76号)の定めるところによる。 

(交付額及び支給方法) 

第３条 交付額は、教育委員会が毎年度国の定める要保護児童生徒援助費補助金及び特別支



援教育就学奨励費補助金(予算単価)に準ずるものとし、予算の範囲内で定める額とする。 

２ 支給方法は、金銭又は現物により交付するものとする。 

(交付申請) 

第４条 援助費の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費申請書

(様式第１号)及び要保護及び準要保護児童生徒に係る調査票(様式第２号)に必要書類を添

付し、児童又は生徒が在学する学校に提出するものとする。 

２ 学校長は、保護者から前項の申請書が提出されたときは、教育的立場から、次の書類を

添付して教育委員会に提出するものとする。 

(１) 就学援助費申請書(様式第１号) 

(２) 要保護及び準要保護児童生徒に係る調査票(様式第２号) 

(３) 要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(様式第３号) 

(４) 児童扶養手当の全部受給額を証する書類又は保護者を含む世帯員全員の所得を証

する書類 

(５) 要保護及び準要保護児童生徒総括表(様式第４号) 

(６) 前各号に定めるもののほか、教育長が特に必要と認める書類 

(援助費の決定) 

第５条 教育委員会は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し援助費の可否を決定

の上、様式第３号をもって速やかに学校長へ通知するとともに、申請者にその旨を就学援

助認定(不認定)通知書(様式第５号)により通知するものとする。 

(支給期間) 

第６条 この就学援助費の支給期間は、４月１日に始まり翌年３月31日で終了するものと

する。 

２ 支給期間の中途から認定を受けた者については、支給決定のあった月から支給対象とす

る。 

(事務処理の委任) 

第７条 援助費の支給を受ける者は、その請求、受領等の権限を学校長に委任するものとす

る。 

２ 前項の規定により委任を受けた学校長は、当該委任状(様式第６号)を教育委員会に提出

しなければならない。 

(個人支給明細書の作成及び保管) 

第８条 学校長は、当該児童又は生徒に係る就学援助費個人支給明細書(様式第７号。以下



「明細書」という。)を作成し保管するものとする。 

２ 学校長は、事業終了後速やかに、前項に定める明細書を教育委員会へ提出し、その確認

を受けるものとする。 

(認定の取消し) 

第９条 年度途中において、世帯の経済状況の好転等による辞退又は町外への転学等により

支給を必要としなくなったときは、認定を取り消すものとし、学校長は、その旨を速やか

に教育委員会に報告するものとする。 

(秘密の保持) 

第10条 この規則による就学援助事務に携わる者は、紀美野町個人情報保護条例(平成18年

紀美野町条例第10号)の規定により、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 

(その他) 

第11条 その他必要な事項については、教育長が定める。 

附 則 

(施行期日) 

１ この規則は、平成18年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

２ 平成17年度分の就学援助費及び特殊教育就学奨励費については、この規則の規定にか

かわらず、合併前の野上町又は美里町で行っていた事業の例による。 

附 則(平成19年３月14日教育委員会規則第８号) 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則(平成20年１月29日教育委員会規則第２号) 

この規則は、平成20年２月１日から施行する。 

附 則(平成28年３月28日教育委員会規則第４号) 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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様式第６号(第７条関係) 

 



様式第７号(第８条関係) 

 


